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第１章  総 則 

 

第１条 本会は、酒田市立宮野浦小学校ＰＴＡ（略称）と称し、事務

局を宮野浦小学校に置く。 

第２条 本会は、児童の父母と教師をもって組織する。 

 

第３条 本会は、学校と家庭との連携を密にし、よい父母・よい教師

となるよう会員相互の研修に努める。 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１、会員相互の親睦及び研修に関すること 

２、学習や児童の生活・健康に関すること 

３、教育的環境整備に関すること 

４、その他目的達成に必要なこと 

 

第２章  役 員 

 

第５条 本会に次の役員を置く。 

会長 １   副会長 若干名 評議員 若干名（教師全員を含む） 

理事 若干名 監事 ２    顧問 若干名  

幹事 ３（教頭・教務主任・事務） 特別委員 若干名 

 

第６条 役員の選出は、次の通りとする。 

１、評議員は、学年より３名を選出する。その内、学年委員長

１名、学年専門委員２名は互選による。 

第１章  総 則 

 

第１条 本会は、酒田市立宮野浦小学校ＰＴＡ（略称）と称し、事務

局を宮野浦小学校に置く。 

第２条 本会は、児童の父母と教師をもって組織する。 

 

第３条 本会は、学校と家庭との連携を密にし、よい父母・よい教師

となるよう会員相互の研修に努める。 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

１、会員相互の親睦及び研修に関すること 

２、学習や児童の生活・健康に関すること 

３、教育的環境整備に関すること 

４、その他目的達成に必要なこと 

 

第２章  役 員 

 

第５条 本会に次の役員を置く。 

会長 １   副会長 若干名 評議員 若干名（教師全員を含む） 

理事 若干名 監事 ２    顧問 若干名  

幹事 ３（教頭・教務主任・事務） 特別委員 若干名 

 

第６条 役員の選出は、次の通りとする。 

１、評議員の内、学年委員は学級より１名以上、専門委員は学

年より男女各１名を選出する。学年正副委員長・専門正副

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 
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２、会長・副会長は、評議員の中から選出し、総会で承認を得

るものとする。 

３、専門部長・専門副部長は学年専門委員の中から、各１名を

選出する。 

４、理事は、会長・副会長・学年委員長・専門部長・特別委員

会委員長・幹事・顧問とする。 

５、特別委員会委員は、会長が必要に応じて委嘱する。 

６、監事は、総会において評議員を除く会員中より選出する。 

７、幹事は、会長が委嘱する。 

８、役員の任期は、１年とする。ただし、再選は妨げない。 

 

第７条 役員の任務は次の通りとする。 

１、会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを

代行する。 

３、学年委員長は、学年委員会を代表し、各学年の会務を総括

する。 

４、学年専門委員は、学年委員長を補佐し、学年委員長に事故

あるときは、これを代行する。 

５、専門部会長は、専門部会を代表し、専門部の会務を総括す

る。 

６、専門副部会長は、専門部会長を補佐し、専門部会長に事故

あるときは、これを代行する。 

部長は、互選による。 

 

２、会長・副会長は、評議員の中から選出し、総会で承認を得

るものとする。 

 

 

３、理事は、会長・副会長・学年委員長・専門部長・特別委員

会委員長・幹事・顧問とする。 

４、特別委員会委員は、会長が必要に応じて委嘱する。 

５、監事は、総会において評議員を除く会員中より選出する。 

６、幹事は、会長が委嘱する。 

７、役員の任期は、１年とする。ただし、再選は妨げない。 

 

第７条 役員の任務は次の通りとする。 

１、会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２、副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代

行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

（変更） 

 

（変更） 

（変更） 

（変更） 

（変更） 

 

 

 

（変更） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 

 

（追加） 
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７、評議員は、予算・決算及びその他重要事項を審議する。 

８、理事は、総会及び評議員会に付議する事項について審議す

る。 

９、特別委員会委員は、会長が必要と認める事項について審議

する。 

１０、監事は、会計を監査する。幹事は、庶務及び会計事務を分

掌する。 

１１、顧問は、必要に応じ会の諮問に答える。 

 

第３章  機 関 

 

第８条 本会に次の機関をもつ。 

総会 評議員会 理事会 特別委員会 専門部会（生活研修部） 

学年委員会 

 

第９条 本会は、目的達成のための次の会議を開く。 

１、総会は年１回開き、規約の改正及び予算・決算の承認、そ

の他の重要事項を審議する。但し、必要に応じ、臨時総会

を開くことができる。 

２、評議員会は、会長がこれを招集し、予算・決算及び事業計

画その他の重要事項を審議執行する。但し、総会で承認を

得る。 

３、理事会は、会長がこれを招集し、総会・評議員会に付議す

る事項並びに緊急事項の処理にあたり、評議員会の承認を

得る。 

３、評議員は、予算・決算及びその他重要事項を審議する。 

４、理事は、総会及び評議員会に付議する事項について審議す

る。 

５、特別委員会委員は、会長が必要と認める事項について審議

する。 

６、監事は、会計を監査する。幹事は、庶務及び会計事務を分

掌する。 

７、顧問は、必要に応じ会の諮問に答える。 

 

第３章  機 関 

 

第８条 本会に次の機関をもつ。 

総会 評議員会 理事会 特別委員会 専門部会（研修部 会報部 

生活部 ベルマーク集計部 リサイクル事業部） 学年委員会 

 

第９条 本会は、目的達成のための次の会議を開く。 

１、総会は年１回開き、規約の改正及び予算・決算の承認、そ

の他の重要事項を審議する。但し、必要に応じ、臨時総会

を開くことができる。 

２、評議員会は、会長これを招集し、予算・決算及び事業計画

その他の重要事項を審議執行する。但し、総会で承認を得

る。 

３、理事会は、会長これを招集し、総会・評議員会に付議する

事項並びに緊急事項の処理にあたり、評議員会の承認を得

る。 

（変更） 

（変更） 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

（変更） 
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４、学年委員会は、委員長がこれを招集し、学年に関する事業

の遂行にあたる。 

５、専門部会は、部長がこれを招集し、事業の立案遂行にあた

る。各専門部の主な事業は次のとおりとする。 

①生活研修部 会員及び児童の研修及び文化的活動に関する

こと 

児童の生活指導、安全確保、及び地域との連

携に関すること 

 

 

 

 

 

 

６、特別委員会は、委員長がこれを招集し、事業の立案遂行に

あたることができる。 

 

 

 

 

第１０条 総ての会議の決議は出席者（書面による表決を含む）の過

半数をもって決する。 

 

第４章  会計及び簿冊 

 

４、学年委員会は、委員長これを招集し、学年に関する事業の

遂行にあたる。 

５、専門部会は、部長これを招集し、事業の立案遂行にあた

る。各専門部の主な事業は次のとおりとする。 

①研修部 会員及び児童の研修及び文化的活動に関すること 

 

 

 

②会報部 ＰＴＡ会報の発行に関すること 

③生活部 児童の生活指導、安全確保、及び地域との連携に

関すること 

④ベルマーク集計部 ベルマークカートリッジの回収活動及

び集計に関すること 

⑤リサイクル事業部 リサイクル活動に関すること 

６、特別委員会は、委員長これを招集し、事業の立案遂行にあ

たることができる 

特別委員会として、母親委員会を置く。 

母親委員会の主な事業は、リサイクル活動、ベルマーク回

収活動及び子育てに関すること 

 

第１０条 総ての会議の決議は出席者の過半数をもって決する。 

 

 

第４章  会計及び簿冊 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

（変更） 

 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（変更） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（変更） 
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第１１条 本会の経費は会員の拠出金、寄付金及びその他の収入を

もってあてる。 

 

第１２条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日で終

わる。 

第１３条 本会に次の簿冊を備える。 

・会員名簿 ・会誌 ・役員名簿 ・会費徴収簿 ・会計簿  

・会則綴  ・その他 

 

第１４条 慶弔規定及び表彰規定は、別に定める。 

 

付 則 

第１５条 本会則は昭和２４年８月２９日制定する。 

本会則は昭和５７年４月２４日一部改正する。 

本会則は昭和５９年４月２１日一部改正する。 

本会則は昭和６１年４月 １日一部改正する。 

本会則は昭和６２年４月 １日一部改正する。 

本会則は平成 ３年４月 １日一部改正する。 

本会則は平成 ７年４月２４日一部改正する。 

本会則は平成 ８年４月２６日一部改正する。 

本会則は平成１１年４月２４日一部改正する。 

本会則は平成１４年４月２７日一部改正する。 

本会則は平成１６年４月２４日一部改正する。 

本会則は平成２５年４月２８日一部改正する。 

本会則は令和 ６年４月２７日一部改正する。 

第１１条 本会の経費は会員の拠出金、寄付金及びその他の収入を

もってあてる。 

 

第１２条 本会の会計年度は４月１日に始まり、翌年３月３１日で終

わる。 

第１３条 本会に次の簿冊を備える。 

・会員名簿 ・会誌 ・役員名簿 ・会費徴収簿 ・会計簿  

・会則綴  ・その他 

 

第１４条 慶弔規定及び表彰規定は、別に定める。 

 

付 則 

第１５条 本会則は昭和２４年８月２９日制定する。 

本会則は昭和５７年４月２４日一部改正する。 

本会則は昭和５９年４月２１日一部改正する。 

本会則は昭和６１年４月 １日一部改正する。 

本会則は昭和６２年４月 １日一部改正する。 

本会則は平成 ３年４月 １日一部改正する。 

本会則は平成 ７年４月２４日一部改正する。 

本会則は平成 ８年４月２６日一部改正する。 

本会則は平成１１年４月２４日一部改正する。 

本会則は平成１４年４月２７日一部改正する。 

本会則は平成１６年４月２４日一部改正する。 

本会則は平成２５年４月２８日一部改正する。 

本会則は令和 ６年４月２７日一部改正する。 
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本会則は令和 ８年１月２８日一部改正する。  （追加） 

 


